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木
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提
出
民
族
の
定
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関
す
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対
し
、
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を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
民
族
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

民
族
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
現
行
の
法
令
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

日
本
の
民
族
構
成
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
民
族
の
定
義
に
つ
い
て
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う

な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

ア
イ
ヌ
の
人
々
が
民
族
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
法
令
に
お
い
て
民
族
の
定
義
が

規
定
さ
れ
た
も
の
は
な
い
が
、
平
成
七
年
三
月
に
当
時
の
五
十
嵐
内
閣
官
房
長
官
の
下
に
設
置
さ
れ
た
「
ウ
タ
リ
対
策
の
あ

り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
の
報
告
書
（
平
成
八
年
四
月
）
に
よ
れ
ば
、
「
一
般
に
、
民
族
の
定
義
は
言
語
、
宗
教
、

文
化
等
の
客
観
的
基
準
と
、
民
族
意
識
、
帰
属
意
識
と
い
っ
た
主
観
的
基
準
の
両
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
独
自
の
言
語
、
文
化
と
と
も
に
、
民
族
と
し
て
の
帰
属
意
識
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
民
族
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。


